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追補 1 のまえがき 

この JIS C 60664-1 の追補 1 は，産業標準化法に基づき，経済産業大臣が JIS C 60664-1:2023 を改正し

た内容だけを示すものである。JIS C 60664-1:2023 は，この追補 1 の内容の改正がされ，JIS C 60664-
1:0000 となる。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 60664-1：0000 
 (IEC 60664-1：2020＋Amd 1：2025) 

低電圧電力システム内装置用絶縁協調－ 
第 1 部：基本原則，要求事項及び試験 

（追補 1） 
Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems – 

Part 1: Principles, requirements and tests 
（Amendment 1） 

 
追補 1 の序文 

この追補は，2020 年に第 3 版として発行された IEC 60664-1 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく JIS C 60664-1:2023 の追補 1 として作成したものである。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

JIS C 60664-1:2023 を，次のように改正する。 

 

対応国際規格では，文書全体にわたって IEC 60364-4-44;2007 を IEC 60364-4-44;2024 で置き換えることが

規定されている。一方，対応する JIS C 60364-4-44:2022 は改正されていない。ここで，全ての参照箇所の

記載内容に技術差異がないため，この規格では，置き換えはしない。 

箇条 1（適用範囲）の第 1 段落を，次の段落に置き換える。 

この規格は，低電圧電力システムに接続する交流 1 000 V 以下又は直流 1 500 V 以下の定格電圧をもつ

電気装置の絶縁協調について規定する。 

注記 1 この規格全体をとおして，“装置”という用語は電気装置の意味で使用している。 

注記 1 を注記 2 に，注記 2 を注記 3 に変更する。 

最後の段落（注記 3 を含まない。）の下に，次の注記を追加する。 

注記 4 この規格の使用に関する詳細な説明及び適用事例は，TR C 60664-2-1 参照。 

注記 3 を次に置き換える。 

注記 5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60664-1:2020，Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems－Part 1: 

Principles, requirements and tests＋Amendment 1:2025（IDT） 
なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 
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3.1（用語及び定義，並びに略語）に，次の用語を追加する。 

3.1.48 
電力系統（electric power network） 

電力の送電及び配電のための特定の設備，変電所，線路又はケーブル 

注釈 1 この系統の様々な部分の境界は，地理的状況，所有権，電圧などの適切な基準によって定義さ

れる。 
（出典：IEC 60050-601:1985，601-01-02） 

3.1.49 
電気設備（electrical installation） 

電気エネルギーの発電，送電，変換，配電及び／又は利用に使用される電気装置から構成される設備 

注釈 1 電気設備は，エネルギー源，例えば，バッテリー，コンデンサーなどのローカル電源及びその

他全ての蓄電源を含む。 
（出典：IEC 60050-651:2014，651-26-01，修正－注釈 1 に“などのローカル電源”を追加した。） 

3.1.50 
電気装置（electrical equipment） 

電気エネルギーの発電，変換，伝送，配電，又は利用に使用される装置 

注釈 1 電気装置の例としては，電気機械，変圧器，配電装置及び制御装置，計測機器，保護装置，配

線システム，並びに電流使用装置がある。 
（出典：IEC 60050-826:2022，826-16-01） 

3.1.51 
電気化学的マイグレーション（electrochemical migration） 

電界による電解質中のイオンの移動 
（出典：IEC 60050-114:2014，114-04-06） 

4.2.2.5（過渡過電圧レベルの減衰）の第 3 段落の下に，次の段落を追加する。 

製品規格は，過渡過電圧を制限する手段の寿命を考慮しなければならない。 

4.3.2（主電源から直接給電される装置）を，次の細分箇条に置き換える。 

4.3.2 主電源から直接給電される装置 

装置が電力系統（公共又は自家用）に電気的に接続している場合，その装置は主電源から直接給電され

ているとみなす。 

装置の定格インパルス耐電圧を規定する場合，製品規格は次の過電圧カテゴリを考慮しなければならな

い。 

－ 過電圧カテゴリⅣは，電気設備が電力系統に接続されているポイント，又はその近くに適用する。 

注記 1 過電圧カテゴリⅣの装置は，非常に高いインパルス耐性をもち，例えば，主配電盤の上流

などで必要とされる高度な信頼性を提供する。 

－ 過電圧カテゴリⅢは，主配電盤及びその下流の電気設備に適用する。 

注記 2 このような装置の例として，配電盤，ローカル発電，回路遮断器，配線システム（IEC 60050-
826:2022，826-15-01 参照。ケーブル，バスバー，接続箱，スイッチ，コンセントなどを含
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む。），産業用装置及びその他の装置（例えば，固定モーター）がある。 

－ 過電圧カテゴリⅡは，電気設備に接続された装置に適用する。 

注記 3 このような装置の例として，電気設備にプラグ接続又は永久接続される，電化製品，ポー

タブルツール及び同様の負荷が挙げられる。 

－ 過電圧カテゴリⅠは，特別な対策が講じられている場合にだけ電気設備に接続できる装置に適用する。 

注記 4 特別な対策は，短時間過電圧だけでなく過渡過電圧にも関連しており，4.3.4 で説明してい

る。 

より高い信頼性及び有用性を必要とする場合は，より高い定格インパルス耐電圧をもつ装置を考慮する

ことが望ましい（5.2.2.2 参照）。 

次の細分箇条を追加する。 

4.3.4 特別な対策を必要とする装置 

装置を過電圧カテゴリⅠ用に設計して，電気設備に接続する場合，製品規格は次の全ての対策及び検証

を考慮しなければならない。 

－ 装置を接続する主電源では，装置の定格インパルス耐電圧を超えるピーク値を伴う短時間過電圧の発

生を，設計によって排除する。 

注記 1 例えば，TN システムでは，過電圧カテゴリⅠ用に設計した装置の定格インパルス耐電圧を

超える重大な短時間過電圧は，発生しない。 

－ 過渡過電圧は，SPD などの適切な手段によって，装置の定格インパルス耐電圧を超えないように制限

する。 

注記 2 SPD は，主に過渡過電圧を制限するように設計されているが，特定の短時間過電圧でも試

験されている。詳細については，JIS C 5381 規格群参照。 

－ 関連する場所で要求されるインパルス耐電圧は，意図する保護手段と組み合わせた装置に対して，耐

電圧だけでなく，インパルスエネルギーに関連する必要な協調及び耐性についても，試験を行い確認

する。 

注記 3 システムレベルの耐性に関する詳細は，IEC TR 61643-03 参照。 

5.2.5（基礎絶縁，付加絶縁及び強化絶縁に対する空間距離の規定値の特定）の第 2 段落（注記 1 を含まな

い。）を，次の段落に置き換える。 

インパルス耐電圧に対する強化絶縁の空間距離の規定値は，表 F.2 に規定するように定格インパルス耐

電圧に対応して特定しなければならないが，基礎絶縁に対する規定値（基礎絶縁に要求される定格インパ

ルス耐電圧）よりも 4.2.2.1 に規定する推奨値の 1 段階上の電圧値に対応する値としなければならない。 

基礎絶縁に要求されるインパルス耐電圧が，次のいずれかの場合には，強化絶縁は，基礎絶縁に対して

要求されるインパルス耐電圧の 160 %に耐えるように規定値を特定しなければならない。 

－ 4.2.2.1 に規定する推奨値以外 

－ 12 kV（推奨値の中で最も高い値） 

規定値の特定において，表 F.2 の規定値を直線補間してもよい。 

第 3 段落の最後の“表 F.8 の規定値から特定しなければならない。”に，次の文を追加する： 
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規定値の特定において，表 F.8 の規定値を直線補間してもよい。 

5.3.2.1（一般事項）の段落の最後に，次の文を追加する。 

直流に対する沿面距離の電気化学的マイグレーション現象に関する追加検討事項については，附属書 I
（参考）も参照。 

5.4.3.2（短時間耐過電圧）の第 1 段落の細別に続く文を，次に置き換える。 

ここで，次の場合を除いて，U0 は，供給系統のラインと中性点との公称電圧である。 

－ 中性導体のない IT システムの場合（U0 は，ライン間の電圧である。） 

－ 分散中性導体のない TN 又は TT システム（接地システム）の場合（U0 は，ラインと接地との間の電

圧である。） 

注記 1 及び注記 2 を削除する。 

注記 3 を注記 1 に，注記 4 を注記 2 に変更する。 

次の注記 3 を追加する。 

注記 3 接地系統の異なる種類については，IEC 60364-1 参照。 

6.2.1（一般事項）の第 2 段落及び第 3 段落（注記 1～注記 3 を含まない。）を次に置き換える。 

一般に，過渡過電圧によって生じる空間距離のストレスはインパルス電圧試験によって評価するが，こ

の試験は交流又は直流電圧試験で代替してもよい（6.2.2.1.3 参照）。 

6.2.2.1 に従って，装置内の空間距離をインパルス電圧試験で検証する場合，規定のインパルス電圧が試

験される空間距離に確実に加わるようにしなければならない。 

次の両方の条件を満たす場合は，5.2.2.4 で特定したそれぞれのピーク電圧で 6.2.2.1.3.2 による交流電圧

試験を実施する。 

－ 5.2.2.4 に従った定常状態動作電圧，反復ピーク電圧又は短時間過電圧のピーク値に対する耐性が，空

間距離の規定値を特定する要素となる場合（すなわち，5.2.2.1 に従って，上記の電圧のいずれかが

5.2.2.2 及び 5.2.2.3 に基づいて特定されたインパルス耐電圧よりも大きい場合） 

－ 試験対象の空間距離が，表 F.8 のケース A の値よりも小さい場合 

このような場合，交流試験電圧は，任意の試験電圧をカバーするために，表 F.6 又は表 F.6 にない試験電

圧をカバーするためには 6.2.2.1.4 に従って，実際に試験を行う場所の標高に合わせて補正しなければなら

ない。 

6.2.2.1.4（2 000 m 以外の標高での試験用の標高補正）の第 7 段落において， 

kd：空間距離補正のための標高補正係数（表 F.10 参照） 

を 

kd：空間距離補正のための標高補正係数（標高 2 000 m 以下は表 F.10 参照，2 000 m を超える場合は

表 A.2 参照） 

に置き換える。 
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6.4.5.1（試験方法）の最後の文を次に置き換える。 

試験装置の要求事項については，IEC 61180 参照。 

6.4.7（直流耐電圧試験）の注記 1 の次の段落から最後までを次に置き換える。 

試験装置の要求事項については，IEC 61180 参照。 

図 14（浮遊導電部をもつ沿面距離及び空間距離）の注記を削除し，次に置き換える。 
 
注記 1 最小空間距離 d 及び最小空間距離 D は，それぞれの汚損度を考慮して表 F.2 の最小の規定値を参照（例え

ば，ケース A の汚損度 2 であれば，0.2 mm）。 
注記 2 対応国際規格では，注記 1 の文末の表現形式が要求事項の表記となっていたため，この規格では参照の表記

とした。 

対応国際規格では，表 F.5 注 a)の置換えが規定されているが，この規格では対応済みであるため置き換え

はしない。 

表 F.6（異なる標高で空間距離だけを検証する試験電圧）を次に置き換える。 

表 F.6－異なる標高で空間距離を検証する試験電圧 
定格インパルス 

耐電圧 a) 
Û  
kV 

海面レベルでの 
インパルス試験電圧 

Û  
kV 

標高 200 m での 
インパルス試験電圧 

Û  
kV 

標高 500 m での 
インパルス試験電圧 

Û  
kV 

標高 1 000 m での 
インパルス試験電圧 

Û  
kV 

0.33 0.357 0.355 0.350 0.344 
0.5 0.541 0.537 0.531 0.521 
0.8 0.934 0.920 0.899 0.865 
1.5 1.751 1.725 1.685 1.622 
2.5 3.077 3.015 2.922 2.778 
4.0 4.923 4.824 4.675 4.444 
6.0 7.385 7.236 7.013 6.666 
8.0 9.847 9.648 9.350 8.888 

10.0 12.309 12.247 11.839 11.207 
12.0 14.770 14.697 14.207 13.449 
15.0 18.464 18.372 17.759 16.811 

注記 1 空間距離の絶縁耐力に関する影響因子（気圧，標高，温度及び湿度）についての説明は 4.7 に，標高

補正は 6.2.2.1.4 で規定している。 
注記 2 空間距離を試験する場合，付随する固体絶縁には，試験電圧がかかる。この表のインパルス試験電圧

は定格インパルス耐電圧に対して増加するため，固体絶縁は，それに応じて設計される。これは，固

体絶縁の定格インパルス耐電圧性能を大きくすることになる。 
注 a) 標高 2 000 m における定格インパルス耐電圧 
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次の附属書 I を追加する。 

附属書 I 
（参考） 

直流における沿面距離の電気化学的マイグレーション 

I.1 電気化学的マイグレーション現象 

電気化学的マイグレーションのプロセスは，導体間を橋渡しできる導電性のデンドライト（樹枝状晶）

の形成であり,多くの要因によって大きく促進されるが，最も重要なことは，湿気若しくは結露又はその両

方の形で水が存在することである。このプロセスに影響を与えるほかの要因としては，電圧バイアス，基

板材料の導電性及び環境汚染物質がある。 

製品規格は，電気化学的マイグレーションによる劣化，及びそれに伴う絶縁表面の破壊を防ぐために，

追加の対策が必要かどうかを検討する必要がある。 

電気化学的マイグレーションのリスクを最小限に抑えるためには，次の追加対策を検討することが可能

である。 

－ 電気化学的マイグレーションが発生しにくいことが知られている金属材料を選択する（例えば，Ag の

使用を避ける。）。 

－ プリント配線板などの導体へのコーティングの塗布（JIS C 60664-3 参照）。 

－ マイグレーションの発生を促進する汚染物質を含んだプリント配線板材料の使用を避ける。 

－ 導体間の絶縁抵抗が 108 Ω以上の材料を使用する。 

注記 108 Ω未満の材料を使用することは可能であるが，湿度の有無にかかわらず温度に応じて電気化

学的マイグレーションのリスクは増大する。 

－ 結露を防止するきょう（筐）体内に装置を設置する。装置及び部品の設置環境と向きの選択には注意

する。 

－ 結露防止ヒーターによる加熱，電力導体などの自己加熱。 

－ 表 F.5 に規定されているよりも長い沿面距離の使用。 

プリント配線板については，プリント回路板の表面における，マイグレーション又は腐食，及びイオン

汚染のような電気化学反応現象に関する詳細な説明及び情報が，IEC TR 61191-9 及び IEC TR 62866 でさ

らに詳しく説明されている。 

I.2 直流における沿面距離に対する電気化学的マイグレーションの影響 

直流では，電気化学的マイグレーションが沿面距離に影響を及ぼす可能性がある。直流電界下では，イ

オンが移動し，導電経路，又は金属イオンの場合は針状又は樹枝状の金属構造をもつデンドライトを形成

する可能性があり，これによって沿面距離が短縮したり，隣接する導体が接続されたりする可能性がある。 

入手可能な結果によると，この現象は絶縁協調に影響を及ぼし，導体の短絡を引き起こす可能性があり，

あらゆる電圧，特に電圧が 1 000 V DC を超える場合には，装置に重大な損傷と危害のリスクをもたらす可

能性がある。 

注記 詳細については，次の文献を参照。 
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“Investigation of tracking degradation by DC voltage application”, In: 1994 4th International Conference 
on ICPADM 

“Analysis of Surface Degradation of Silicone Rubber Insulation Due to Tracking Under Different Voltage 
Profiles”, Electrical Engineering, 2006, Vol.89, No. 6 
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参考文献の次の記載を変更する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード） 
注記 対応国際規格では，IEC 60529，Degrees of protection provided by enclosures (IP code)を記載し

ている。 

を 

JIS C 60529 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード） 
注記 対応国際規格では，IEC 60529，Degrees of protection provided by enclosures (IP code)を記載し

ている。 

に置き換える。 

 

IEC 60050-826:2004， International Electrotechnical Vocabulary (IEV)－Part 826: Electrical installations 
(available at https://www.electropedia.org) 

を 

IEC 60050-826:2022， International Electrotechnical Vocabulary (IEV)－Part 826: Electrical installations 
(available at https://www.electropedia.org) 

に置き換える。 
 

JIS C 60364-4-44:2022 低圧電気設備－第 4-44 部：安全保護－妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 
注記 対応国際規格では，IEC 60364-4-44:2007＋AMD1:2015＋AMD2:2018，Low-voltage electrical 

installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and 
electromagnetic disturbances を記載している。 

を 

JIS C 60364-4-44:2022 低圧電気設備－第 4-44 部：安全保護－妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 
注記 対応国際規格では， IEC 60364-4-44:2024，Low-voltage electrical installations – Part 4-44: 

Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances を記

載している。 

に置き換える。 

 

IEC 60050-903:2013＋AMD1:2014＋AMD2:2015, International Electrotechnical Vocabulary (IEV)－Part 
903: Risk assessment (available at https://www.electropedia.org) の次に次の文献を追加する。 
IEC 60364-1, Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general 

characteristics, definitions 
注記 この国際規格に対応する JIS C 60364-1:2010（低圧電気設備－第 1 部：基本的原則，一般特

性の評価及び用語の定義）とは，参照箇所に技術的差異があるため，国際規格を参照した。 

IEC TR 61191-9, Printed board assemblies – Part 9: Electrochemical reliability and ionic contamination on 
printed circuit board assemblies for use in automotive applications – Best practices 

IEC TR 61643-03, SPD testing guide 

IEC TR 62866, Electrochemical migration in printed wiring boards and assemblies – Mechanisms and testing 

 

最後に次の文献を追加する。 

Kamosawa, T., Yoshimuma, N., Noto, F.,“Investigation of tracking degradation by DC voltage application”, In: 
1994 4th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials (ICPADM). 
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Available from: https://doi.org/10.1109/ICPADM.1994.414007 

Chandrasekar, S., Sarathi, R., Danikas, M.,“Analysis of Surface Degradation of Silicone Rubber Insulation Due 
to Tracking Under Different Voltage Profiles”, Electrical Engineering, 2006, Vol.89, No. 6. Available from: 
https://doi.org/10.1007/s00202-006-0029-z 

 




